
●開放公民館
幸公民館（2階第1会議室もしくは第2会議室）
菅野公民館（1階事務室前ラウンジ内）

●開室時間
幸公民館 毎日17：00～20：30
菅野公民館 毎日9：00～20：30
※小学生は11月～2月は16時30分、3月～10月は17時までのご使用

●対象者
幸公民館
市内在住・在学の中・高・大学生等（浪人生を含む）

菅野公民館
市内在住・在学の小・中・高・大学生等（浪人生を含
む）
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